
日本共産党市議会議員 松坂みち子の活動報告
ご意見など、ぜひお寄せ下さい。
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こんにちは 松坂みち子 です
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みち子のひとりごと

富士山

空家等の適正管理に関する条例改正
改正の趣旨：近年、適正な管理がなされていない空家が多くなってきており、こ

うした空家に対し、近隣住民から相談が寄せられています。

こうした状況に鑑み、適正な管理がなされていない空家の所有者に指導や命令を

行うことにより、市民の安全及び平穏の保全に資することを目的に本条例を制定し

ましたが、命令にも拘らず従わない者に行政代執行を行うことがあることを明示す

ることで、空家等の所有者に対して空家等の適正管理をより一層促すため本条例を

改正することとしました。

期間：平成25年11月1日（金）から 平成25年11月30日（土）まで

閲覧方法：○インターネット 和歌山市建築指導課ホームページ

○市役所建築指導課、総務課（資料コーナー）

意見の提出：住所、氏名、電話番号明記の上、市役所建築指導課まで郵送、ファッ

クス、メールで提出。（様式は自由） （建築指導課）

◎他に次の各（案）に対する意見も、現在募集中です
「第２次和歌山市環境基本計画後期基本計画（案）」11月29日まで 環境政策課

「和歌山市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）」11月29日まで

環境政策課

「第４時長期総合計画・後期基本計画（案）」等 12月2日まで

企画課・行政政策課

パブリックコメント・ ・・市民の意見が求められています



和歌山市が職員採用試験を実施します

市職員採用試験
受付期間 持参 １１月２１日（木）・２２日（金） （午前8時30分から午後5時15分まで）

郵送 １１月２２日（金）までの消印有効
一次試験日 １２月７日（土） 一次試験会場 西和中学校
採用予定日 平成２６年４月１日
試験区分・人数 ○行政職Ⅰ種 土木職・３人 ○資格免許職Ⅰ種 薬剤師・２人

非常勤職員（行政職）採用試験
受付期間 持参 １１月２１日（木）・２２日（金） （午前8時30分から午後5時15分まで）

郵送 １１月２２日（金）までの消印有効
一次試験日 １２月７日（土） 一次試験会場 西和中学校
主な職務内容 窓口での受付業務、課における庶務業務等に従事します
採用予定人員 ３０人
採用予定日 原則として平成２６年４月１日
任期 採用された年度の３月３１日まで。ただし、再度任用されることがあります。

和歌山市人事委員会
☆受験案内等は、和歌山市人事委員会事務局（市役所南別館３階）
又は和歌山市役所１階総合案内所で配布しています｡

こんにちは松坂みち子です No.153

「秘密保護法」では一般国民も厳罰の対象になる？
「秘密」を知ろうとする行為を“未然に防ぐ”という発想から、実際に秘密

を知ることがなくても、個人や団体、ジャーナリストや弁護士も対象に、「管

理を害する行為」で「秘密」を知ろうとすると最高10年の懲役、また計画し

たり人にすすめたり不特定多数に呼びかけることに対しても最高5年の懲役で

す。すすめられただけの人も対象となります。厳罰で正当な行為まで自粛させ、

国民にものを言わせない、国民を黙らせてしまうことが危惧されます。

公務員には守秘義務はあるが、国民への情報公開も責務では？
国家公務員法では職務上知った「秘密」を漏らすと、1年以下の懲役か50万

円以下の罰金ですが、この法案では懲役を最高10年に厳罰化し、過失や未遂、

共謀、教唆、扇動まで処罰対象にしています。懲役10年には執行猶予はつきま

せん。情報公開に対する公務員の姿勢をいっそう委縮させる可能性は大です。

秘密指定された情報は、国会ではどのように扱われる？
「秘密」を国会に提供する前提として非公開の秘密会であることが要求され

ています。秘密会で知った「秘密」を漏らした場合、国会議員でも懲役5年の

処罰を受けます。これでは、秘密会に参加して「秘密」を知った議員が自分の

政党に持ち帰って議論することも、専門家に意見を聞くこともできません。さ

らには多数派と行政の判断一つで国会に全く情報が出てこない場合もあります。

国会中心の民主的政治が、行政と官僚が支配する「専制」へと逆転しかねませ

ん。


